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市
対
連
市
会
開
会
日

宣
伝
＝
９
月
９
日
　

　

運
動
会
、
体
育
大

会
の
シ
ー
ズ
ン
で
す

ね
！
み
な
さ
ん
、
子

ど
も
た
ち
に
負
け
な

い
く
ら
い
元
気
に
が

ん
ば
っ
て
い
ま
す

か
？

　

９
月
の
た
ん
ぽ
ぽ

会
議
で
は
、
特
別
講

師
、
宮
城
委
員
長
に

よ
る
学
習
会
＆
市
教

教
研
で
の
青
年
部
に

よ
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
つ
い
て
話
し
合
い

ま
し
た
。

　

学
習
会
で
は
、

「
日
本
の
先
生
、
世

界
一
多
忙
!?
」「
２

０
１
７
年
か
ら
、
府

費
教
職
員
か
ら
市
費

教
職
員
へ
」「
給
与

　

校
長
は
教
諭
の
２

倍
!?
教
頭
は
１
・
５

倍
!?
」（
ニ
ュ
ー
ス

９
月
号
参
照
）
な
ど

な
ど
、
知
っ
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
け

れ
ど
、
な
か
な
か
知

る
機
会
が
な
い
！
と

い
う
こ
と
を
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

市
教
教
研
の
話
し

合
い
で
は
、
エ
ン
デ

ィ
ン
グ
曲
が
決
定
☆

〝
嵐
”
の
「
ふ
る
さ

と
」
を
歌
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
東
日

本
大
震
災
の
時
、
紅

白
歌
合
戦
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
耳

に
し
た
こ
と
が
あ
る

曲
で
す
。
青
年
の
み

な
さ
ん
！
ぜ
ひ
ぜ
ひ

一
緒
に
歌
い
ま
し
ょ

う
!!

た
ん
ぽ
ぽ

　
　 

だ
よ
り
10月

　

臨
時
教
職
員
の
辞
令

を
３
月
30
日
で
切
り
４

月
１
日
と
の
間
に
「
空

白
の
１
日
」
を
設
け
る

こ
と
で
生
じ
る
健
康
保

険
証
の
廃
止
と
開
始
の

手
続
き
、
３
月
分
の
国

民
年
金
へ
の
切
り
替
え

（
自
己
負
担
）
問
題
に

つ
い
て
市
教
委
は
、
府

費
教
職
員
及
び
市
費
教

員
（
高
校
・
幼
稚
園
）

に
つ
い
て
「
臨
時
的
任

用
職
員
等
の
社
会
保
険

（
厚
生
年
金
保
険
及
び

健
康
保
険
）
の
資
格
継

続
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
前
任
用
期
間
の
終

期
後
９
日
以
内
に
新
た

に
任
用
が
あ
っ
た
者

（
平
成
27
年
度
４
月
１

日
以
降
に
任
用
す
る
者

か
ら
）
に
つ
い
て
は
被

保
険
者
資
格
が
継
続
す

る
も
の
と
扱
う
」
と
の

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
教
委
は
社
会
保
険

庁
の
考
え
と
し
て
、
任

命
権
者
が
同
じ
で
あ
れ

ば
、
府
費
→
市
費
も
継

続
す
る
が
、
任
命
権
者

が
違
う
場
合
は
継
続
し

な
い
、
ま
た
市
費
の
行

講
師
の「
空
白
の
１
日
」改
善

健
康
保
険
証
・
年
金
継
続

市
対
連
が

開
会
日
宣
伝

　

大
阪
市
対
策
連
絡
会

議
は
９
月
～
12
月
市
会

開
会
日
の
９
日
、
淀
屋

橋
で
宣
伝
を
行
い
ま
し

た
。

　

「
大
阪
都
」
構
想
の

設
計
図
と
な
る
「
協
定

書
」
は
７
月
23
日
に
維

新
の
会
だ
け
で
決
定

し
、
総
務
相
か
ら
議
論

経
過
・
プ
ロ
セ
ス
の
異

常
さ
が
指
摘
さ
れ
、
橋

下
市
長
自
身
も
「
脱
法

・
違
法
行
為
す
れ
す
れ

の
こ
と
を
繰
り
返
し
」

て
き
た
こ
と
を
認
め
た

も
の
。
７
・
８
月
臨
時

市
会
で
「
協
定
書
」
の

無
効
宣
言
が
可
決
さ
れ

ま
し
た
。
法
定
協
議
会

の
委
員
を
正
常
に
決
め

る
た
め
の
条
例
も
可
決

さ
れ
ま
し
た
が
、
橋
下

市
長
が
「
再
議
」
を
求

め「
維
新
」の
反
対
で
否

決
。
臨
時
議
会
招
集
に

応
じ
な
い
、
再
議
の
連

発
は
「
議
会
封
じ
に
禁

じ
手
乱
発
」
と
マ
ス
コ

ミ
に
も
批
判
さ
れ
て
お

り
、
議
会
の
議
決
前
に

首
長
が
処
理
す
る
専
決

処
分
は
も
っ
て
の
ほ
か

で
す
。
都
構
想
案
は
９

月
25
日
府
議
会
に
提
出

さ
れ
、
10
月
１
日
に
市

会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

　

橋
下
市
長
は
今
に
な

っ
て
、「
財
政
効
果
な

ん
て
意
味
が
な
い
」
と

発
言
し
、
万
博
開
催
や

カ
ジ
ノ
誘
致
に
よ
る
破

た
ん
済
み
の
大
型
開
発

を
再
び
権
限
を
集
中
し

た
「
１
人
の
知
事
」
で

独
裁
的
に
行
お
う
と
し

て
い
ま
す
。
特
別
区
の

街
づ
く
り
プ
ラ
ン
に
も

財
源
の
裏
付
け
が
あ
り

ま
せ
ん
。

市
長
肝
い
り

条
例
案
否
決

　

大
阪
市
会
は
19
日
の

本
会
議
で
、
家
庭
系
ご

み
収
集
輸
送
の
民
間
委

託
化
準
備
費
を
補
正
予

算
案
か
ら
削
除
し
、
大

阪
港
・
堺
泉
北
港
・
阪

南
港
を
一
元
管
理
す
る

条
例
案
、
外
国
人
観
光

客
の
た
め
に
マ
ン
シ
ョ

ン
空
き
部
屋
を
宿
泊
場

所
と
す
る
条
例
案
な
ど

橋
下
市
長
肝
い
り
の
条

例
案
が
否
決
さ
れ
ま
し

た
。

　

校
長
公
募
関
係
費
は

当
初
予
算
・
補
正
予
算

で
否
決
さ
れ
、
採
用
を

「
原
則
公
募
」
か
ら

「
公
募
が
で
き
る
」
と

す
る
大
阪
市
立
学
校
活

性
化
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案
が
５

月
、
８
月
に
２
度
可
決

さ
れ
て
い
ま
す
（
市
長

の
「
再
議
」
で
否
決
）。

　

「
来
春
着
任
す
る
公

　

府
教
委
が
就
学
援
助

加
配
の
臨
時
主
事
を
雇

い
止
め
す
る
と
し
た
問

題
で
、
大
阪
市
教
は
７

月
23
日
「
年
度
途
中
の

事
務
職
員
（
臨
時
主

事
）
削
減
撤
回
、
臨
時

主
事
の
『
雇
い
止
め
』

中
止
を
求
め
る
要
求

書
」
①
府
教
育
に
「
雇

い
止
め
」
を
中
止
し
、

府
独
自
の
人
的
配
置
を

求
め
る
、
②
臨
時
主
事

の
「
雇
い
止
め
」
を
行

わ
ず
、
独
自
配
置
を
す

る
、
③
人
事
に
つ
い

て
、
取
扱
い
の
変
更
が

あ
れ
ば
、
交
渉
を
再
開

す
る
こ
と
を
提
出
し
ま

し
た
。

　

そ
の
後
の
繰
り
返
し

の
要
請
に
対
し
て
、
市

教
委
か
ら
、
①
加
配
と

し
て
配
置
さ
れ
て
い
る

正
規
職
員
は
現
任
校
で

の
勤
務
を
継
続
、
②
臨

時
主
事
に
つ
い
て
は
、

雇
用
の
継
続
に
努
め

る
、
③
学
校
現
場
に
影

響
の
な
い
よ
う
に
対
応

し
て
ま
い
り
た
い
と
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
阪
市
教
か
ら
は
事

務
職
員
配
置
が
継
続
さ

れ
年
度
途
中
で
事
務
職

員
の
削
減
が
行
わ
れ
な

い
よ
う
求
め
ま
し
た
。

　

大
阪
市
人
事
委
員
会

は
９
月
25
日
、
７
年
ぶ

り
の
月
例
給
（
３
・
05

％
、
４
月
遡
及
）・
一

時
金
（
０
・
15
月
）
の

引
き
上
げ
を
求
め
る

「
職
員
の
給
与
に
関
す

る
報
告
・
勧
告
」
を
市

長
・
議
長
に
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、「
給
与
減

額
措
置
実
施
後
の
実
際

に
支
払
わ
れ
た
職
員
給

与
は
、
民
間
給
与
を
３

万
４
９
９
０
円
（
９
・

23
％
）
下
回
っ
て
い

た
」
と
し
、
給
与
減
額

措
置
（
６
年
目
）
は

「
早
期
に
解
消
さ
れ
る

こ
と
を
望
む
」
と
意
見

を
表
明
し
ま
し
た
。

　

橋
下
市
長
の
意
向
を

う
け
昨
年
度
か
ら
保
育

士
・
幼
稚
園
教
員
の
給

与
水
準
等
に
つ
い
て
民

間
と
の
比
較
報
告
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、「
本
市
側
で
は
20

歳
台
の
職
員
は
３
割
程

度
で
あ
る
が
、
民
間
側

で
は
７
割
程
度
と
な
っ

て
い
る
な
ど
、
保
育
士

の
場
合
以
上
に
大
き
な

差
異
が
見
ら
れ
る
状
況

に
留
意
す
る
必
要
が
あ

　

大
阪
市
が
庁
舎
内
の

市
労
組
・
市
労
組
連
な

ど
の
組
合
事
務
所
の
退

去
を
迫
っ
た
使
用
不
許

可
処
分
の
取
り
消
し
と

使
用
継
続
な
ど
を
求
め

た
訴
訟
の
判
決
が
９
月

10
日
大
阪
地
裁
で
あ
り

ま
し
た（
写
真
）。「
橋
下

市
長
に
は
職
員
の
団
結

権
を
侵
害
す
る
意
図
が

あ
っ
た
。
事
務
所
を
退

去
さ
せ
る
の
は
憲
法
が

保
障
す
る
職
員
の
団
結

権
の
侵
害
で
あ
り
、
市

長
の
裁
量
権
を
逸
脱
・

濫
用
し
た
も
の
で
違
法

だ
」と
断
罪
。不
許
可
処

分
を
取
り
消
し
、
損
害

賠
償
を
命
じ
ま
し
た
。

　

橋
下
市
長
が
不
許
可

を
正
当
化
し
よ
う
と
制

定
し
た
労
使
関
係
条
例

12
条
（
便
宜
供
与
の
禁

止
）
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
を
本
件
に
適
用
す
れ

ば
憲
法
28
条
ま
た
は
労

組
法
７
条
に
違
反
し
て

無
効
で
あ
り
、
こ
れ
を

不
許
可
の
理
由
に
し
て

は
な
ら
な
い
と
し
て
い

ま
す
。
弁
護
団
の
城
塚

建
之
弁
護
士
は
、「
こ

れ
は
『
適
用
違
憲
』
と

い
う
判
断
手
法
で
す
。

完
全
勝
利
判
決
が
得
ら

れ
た
」
と
述
べ
ま
し

た
。

　

中
央
労
働
委
員
会
が

が
「
思
想
調
査
」
を
、

府
労
働
委
員
会
が
組
合

事
務
所
退
去
命
令
を
そ

れ
ぞ
れ
不
当
労
働
行
為

と
断
じ
て
い
ま
す
が
、

橋
下
市
長
は
22
日
、

「
市
長
の
判
断
が
地
裁

レ
ベ
ル
で
否
定
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
最
高
裁

で
確
定
す
べ
き
」
と
し

て
控
訴
し
ま
し
た
。
市

労
組
連
は
９
月
29
日
に

報
告
集
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

る
」
と
し
て
お
り
、
民

間
を「
上
回
っ
て
い
る
」

と
し
て
の
幼
稚
園
教
員

の
賃
金
引
下
げ
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
橋
下
市
長

は
幼
稚
園
民
営
化
条
例

案
の
再
否
決
に
も
か
か

わ
ら
ず
あ
き
ら
め
ず
幼

稚
園
へ
の
攻
撃
を
続
け

て
い
ま
す
。
賃
金
引
下

げ
を
許
さ
な
い
取
り
組

み
を
強
め
ま
す
。

　

大
阪
市
教
は
年
度
末

人
事
定
員
闘
争
に
向
け

て
、
基
準
を
下
回
り
来

年
度
就
学
援
助
加
配
が

な
く
な
る
学
校
、
事
務

職
員
１
名
校
、
学
校
勤

務
を
希
望
す
る
学
校
経

営
管
理
セ
ン
タ
ー
の

「
市
費
学
校
事
務
職

員
」、「
学
校
間
連
携
」

や
、
人
事
に
か
か
わ
る

課
題
に
引
き
続
き
取
り

組
み
ま
す
。

募
校
長
の
採
用
を
担
う

外
部
面
接
官
の
報
酬
約

45
万
円
の
扱
い
が
焦
点

に
な
っ
て
い
た
が
、
共

産
以
外
の
会
派
が
賛
成

し
た
。
た
だ
し
、
民
間

人
校
長
の
不
祥
事
が
相

次
い
で
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、『
外
部
人
材
の

登
用
に
あ
た
っ
て
は
厳

正
な
選
考
を
経
た
う
え

で
、
本
年
度
限
り
即
戦

力
と
な
る
若
干
名
と
す

る
』
こ
と
を
求
め
る
付

帯
決
議
が
維
新
以
外
の

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

た
」（
朝
日
20
日
付
）

　

13
年
度
着
任
の
11
人

中
４
人
が
免
職
・
辞
職

と
な
り
、
市
教
委
も
募

集
要
項
を
変
え
、「
学

校
の
特
性
を
踏
ま
え
た

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能

力
の
明
確
化
」、「
処
分

の
可
能
性
を
記
載
」
せ

ざ
る
を
得
な
い
校
長
公

募
な
ど
、
継
続
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

公
募
校
長
関
連
費
可
決

「
本
年
度
限
り
」と
決
議

市勧告

７
年
ぶ
り
賃
上
げ

幼
稚
園
改
悪
許
す
な

労
組
事
務
所
退
去
処
分
は
違
法

「
団
結
権
を
侵
害
」市
長
を
断
罪

継続要求
実現へ！

臨
時
主
事
の
雇
用

事
務
職
員
の
配
置

政
職
の
臨
時
職
員
で
空

白
の
あ
る
者
に
つ
い
て

は
市
全
体
の
動
向
に
よ

る
、
と
回
答
。

　

大
阪
市
教
は
、
健
康

保
険
証
の
発
行
遅
れ
に

よ
り
病
院
に
も
行
け
ず

困
っ
て
い
る
講
師
に
と

り
、
今
後
３
月
末
ま
で

に
次
年
度
の
採
用
内
示

が
出
て
い
れ
ば
、
保
険

証
を
返
却
し
な
く
て
も

よ
い
と
い
う
事
務
取
扱

と
な
る
よ
う
、
今
後
具

体
の
説
明
を
求
め
て
い

き
ま
す
。

都構想「協定書」は無効
大阪市解体ＮＯ！９

月
～
12
月

市
議
会
開
会


